
浜松市上下水道部公告第９６号 

 浜松市上下水道部の物品購入等について、下記のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法

施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６及び浜松市上下水道部契約規程（昭和４１年

浜松市公営企業局管理規程第１７号）が準用する浜松市契約規則（昭和３９年浜松市規則第３１

号）第４条の規定に基づき公告する。 

  令和６年４月１日

浜松市水道事業及び下水道事業管理者  内藤 伸二朗  

記 

１ 一般競争入札に付する事項 

（１）件  名 （水）ガスクロマトグラフ－質量分析計の購入について 

（２）購入数量 1式 

（３）納入期限 令和６年１２月２７日まで 

（４）納入場所 仕様書のとおり 

（５）調達物品の特性 仕様書のとおり 

２ 新型コロナウイルスの感染拡大の影響を考慮しての本件入札に係る特記事項 

（１）納入遅延等に対する入札参加停止措置等の不適用

本件入札の落札者は、新型コロナウイルスの感染拡大の影響（入札対象物品等を製造する

工場等の休止又は製造規模縮小による遅延、流通停滞、落札者の事業所等の一時閉鎖、落札

者従業員等の感染、落札者の判断による感染拡大防止のための営業中止又は勤務形態の変更

等）により、入札対象物品の納入遅延その他契約の履行に支障が生じるとき又はそのおそれ

があるときは、速やかに本市（上下水道総務課）へ申し出ること。 

申出を受け、本市が納入遅延等を新型コロナウイルスの感染拡大の影響によるものと認め

るときは、落札者に対し、納入遅延等についての入札参加停止措置又は遅延損害金、違約金

若しくは損害賠償の請求は行わないものとする。ただし、納入遅延等により本市業務に支障

が生じるときは、契約書の定めに基づき催告の上、契約を解除することがある。契約を解除

したときは、本市は当該契約解除により落札者に生じた損失を負担しない。 

納入遅延等により契約期間その他契約内容等を変更する必要が生じたときは、落札者と本市

が協議して必要事項を定めるものとする。 

（２）一部の入札書類についての押印省略 

   本件入札では、入札参加資格確認申請書、入札参加資格が無いと認められた者の理由説明

要求書について、契約印（※）の押印省略を認める。ただし、入札書、委任状及び契約書の

契約印の押印省略は認めない。 

 ※ 本市の入札参加資格審査申請において使用印鑑として届け出した印をいう。 

（３）入札書の提出方法の追加等 

   本件入札では、入札書の提出方法を、従来の「①入札執行日時に入札場所へ持参」しての

提出に加え、「②上下水道総務課での事前提出」及び「③郵送等による提出」の 2つの方法を

認める。各提出方法の詳細は、別記の７で確認すること。また、その他の提出書類も持参以



外の提出方法を認めるので、各項で確認すること。 

３ 一般競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

次に掲げる要件を満たす者 

（１）地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること。 

（２）入札参加資格並びに資格審査の時期及び方法に関する告示（平成２０年１０月１日浜松市

告示第３９０号）の規定により、令和５・６年度の競争入札参加資格（物品 業種分類：2032

環境保全機器類又は 2033 試験検査計測（量）機器類）の認定を受けている者であること。 

（３）市内に本社・本店及び営業所を有するもの(市内業者又は準市内業者)。 

（４）浜松市上下水道部物品の購入等に係る入札参加停止等措置要綱に基づく入札参加停止期間

中でないこと。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始に申立てがなされている

者（更生手続開始の決定を受けている者を除く。）又は民事再生法（平成１１年法律第２２５

号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者（再生手続開始の決定を受けている者

を除く。）でないこと。 

（６）暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２

条第２号に規定する暴力団をいう。）、暴力団員等（同条第６号に規定する暴力団員又は同号

に規定する暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者をいう。以下同じ。）及び暴力団

員等と密接な関係を有する者並びにこれらの者のいずれかが役員等（無限責任社員、取締役、

執行役若しくは監査役又はこれらに準じるべき者、支配人及び清算人をいう。）となっている

法人その他の団体に該当しない者であること。 

（７）前各号に定めるもののほか、管理者が特に必要と認める資格を有していること。 

４ 一般競争入札参加資格の確認 

（１）この入札の参加希望者は、物品購入等入札参加資格確認申請書（一般競争）（以下「確認申

請書」という。）を別記の１により提出し、参加資格の確認を受けなければならない。この場

合において、参加資格の確認基準日は確認申請書の提出期限日とし、確認の結果は別記の２

により文書で通知する。 

（２）参加資格がないと認められた者は、浜松市上下水道部に対し別記の３によりその理由につ

いて説明を求めることができる。この場合において、その回答は、説明を求められた日から

２日以内に文書で行う。 

（３）参加資格がないと認められた者及び別記の１の提出期限までに確認申請書を提出しない者

は、この入札に参加することができない。 

５ 契約書案、入札心得及び仕様書等について 

（１）契約書案、入札心得、仕様書及び業務説明書等（以下「仕様書等」という。）は、別記の

４により閲覧及び提供をする。 

（２）仕様書等に対する質問書は、別記の５により提出すること。 

（３）（２）の質問に対する回答は、別記の６により入札執行日の前３日間浜松市上下水道部上下



水道総務課において閲覧に供するとともに入札に参加するすべての者に質問に対する回答書

を提供する。 

６ 説明会の日時及び場所等 

 説明会は、行わない。 

７ 一般競争入札執行の日時及び場所等 

 一般競争入札は、別記の７により執行する。 

８ 入札方法等 

（１）本案件は、誘導結合プラズマ－質量分析装置の調達契約を行うものである。入札書には、１

式あたりの単価（税抜き）を記載すること。 

（２）入札執行回数は、原則として２回を限度とする。 

（３）１回目の入札で落札者がいない場合には２回目の入札を実施するが、事前提出及び郵送等

による提出による入札者は、２回目の入札に参加できない。 

（４）落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する

額を加算した金額をもって契約金額とする。参加者は消費税及び地方消費税にかかる課税事

業者であるか免税業者であるかを問わず、見積った金額の１１０分の１００に相当する金額

を記載した入札書を提出すること。 

９ 入札保証金 

 この一般競争入札は、入札保証金を免除する。 

１０ 入札の無効 

 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。 

（１）この入札に参加資格がないと認められた者及び確認申請にあたって虚偽の申請をした者の

行った入札 

（２）仕様書等に示した条件等一般競争入札に関する条件に違反した入札 

（３）一般競争入札参加資格があることを確認され、その後入札執行時点において３に掲げる参

加資格を失った者の行った入札 

（４）入札の適正さが阻害されると認められる次に掲げる場合の人的関係のある複数の者がした

入札 

  ア 人的関係 

   (ｱ) 一方の会社の役員（持分会社の業務を執行する社員、株式会社（特例有限会社を含む。）

の取締役、委員会設置会社の執行役、法人格のある各種組合の理事をいい、監査役、監

事及び事務局長は含まない。以下同じ。）又は代表権を有する者が、他方の会社の役員を

現に兼ねている場合（会社の一方が会社更生法第２条第７項に規定する更生会社又は民

事再生法第２条第４号に規定する再生手続きが存続中の会社である場合を除く。） 

   (ｲ) 一方の会社の役員又は代表権を有する者が、他方の会社の会社更生法第６７条第１項



又は民事再生法第６４条第２項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合 

  イ その他の関係 

   上記アと同視しうる人的関係があると認められる場合 

１１ 期間の計算 

 この公告において期間の計算をする場合で、当該期間内に浜松市の休日を定める条例（平成元

年浜松市条例第７６号）第１条第１項に規定する市の休日があるときは、当該休日を除いて計算

するものとする。 

１２ 開庁時間 

   午前８時３０分から午後５時１５分まで（土曜日、日曜日及び祝日等を除く。）

１３ 入札及び契約担当課 

 〒４３０－０９０６ 浜松市中央区住吉五丁目１３番１号 

           浜松市上下水道部上下水道総務課調達・会計グループ 

           電 話：０５３－４７４－７０１４ 

           ＦＡＸ：０５３－４７４－０２４７ 

           E-mail：suidow-s@city.hamamatsu.shizuoka.jp 



【 別 記 】 

１ 一般競争入札参加資格確認申請書 

（１）提出方法  持参、郵送等（一般書留郵便、簡易書留郵便又は書留郵便と同等の信書便に

限る。）、ＦＡＸ又は電子メールで提出すること。 

         ※ FAX 又は電子メールで確認申請書を提出した場合は上記入札及び契約担  

           当課まで電話連絡すること。 

（２）受付期間  令和６年４月２日（火）から 令和６年４月１１日（木）まで 

（土曜日、日曜日及び祝日等を除く。） 

（持参の場合は、１２項に記載する開庁時間内に持参すること。） 

（３）提 出 先  浜松市上下水道部 上下水道総務課 053-474-7014 

（４）様 式  管理者が定める様式とする。 

（５）そ の 他 

ア 入札参加資格確認申請書に、希望する入札参加資格の確認結果の通知方法（①上下水道

総務課で受け取り、②郵送、③電子メールのいずれか一つ。）を記載すること。なお、郵送

を希望する場合は、入札参加資格確認申請書を提出する際に、84円切手を貼った返信用封

筒を添付すること。 

イ 入札参加資格確認申請書に、入札書の提出方法の予定（①入札日時に入札場所へ持参、

②事前提出、③郵送等のいずれか一つ。詳細は別記の７に記載のとおり。）を記載すること。

なお、入札書の提出方法の予定を変更する場合又は入札書の提出を取りやめる場合は、  

上下水道総務課へ連絡すること。 

２ 一般競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

入札参加資格の確認結果は、次のとおり通知する。 

（１）通知方法 

次のいずれかの方法のうち、申請者が希望する方法により通知する。なお、原則として電

話連絡はしない。 

  ア 上下水道総務課で受け取り 

イ 郵送    （※郵送を希望する場合は、入札参加資格確認申請書を提出する際に、

84 円切手を貼った返信用封筒を添付すること。） 

ウ 電子メール （※電子メールを希望する場合は、通知を受信するメールアドレスを入

札参加資格確認申請書に記載すること。） 

（２）確認結果の通知日 

   ア 上下水道総務課で受け取りの場合 

令和６年４月１６日（火）午後１時から令和６年４月２２日（月）までの間に、上下

水道総務課で受け取ること。（１２項に記載する開庁時間内に限る。） 

   イ 郵送又は電子メールの場合 

令和６年４月１６日（火）に発送又は発信する。 



３ 入札参加資格がないと認められた者の理由説明要求 

入札参加資格を確認した結果、入札参加資格が無いと認められた者は、本市に対しその理

由について説明を求めることができる。 

（１） 要求方法  

要求期限までに文書により説明を要求すること。また、当該文書は持参、郵送等（一般

書留郵便、簡易書留郵便又は書留郵便と同等の信書便に限る。）、ＦＡＸ又は電子メールで

提出すること。 

（２） 要求期限 

令和６年４月１８日（木）午後５時１５分まで（提出先に必着） 

（持参の場合は、１２項に記載する開庁時間内に持参すること。） 

（３） 提出先 

浜松市上下水道部 上下水道総務課 

（４） 様式 

     任意の様式を用いること。 

（５） 要求への回答 

    理由説明要求に対する本市の回答は、説明を求められた日から２日以内に文書で行う。 

４ 仕様書等の閲覧及び提供 

（１） 提供方法

    ア 上下水道総務課で配布  （１者につき１部。無料。） 

    イ 電子メールで送信  （送信希望者は、上下水道総務課に依頼すること。） 

（２） 提供期間 

令和６年４月１日（月）から令和６年４月２３日（火）まで 

（配布又は貸し出しは、１２項に記載する開庁時間内に限る。） 

５ 仕様書等に対する質問 

（１） 質問方法 

質疑応答書を持参、郵送等（一般書留郵便、簡易書留郵便又は書留郵便と同等の信書便

に限る。）、ＦＡＸ又は電子メールで提出すること。 

（２） 質問期限 

令和６年４月１１日（木）午後５時１５分まで（提出先に必着） 

（持参の場合は、１２項に記載する開庁時間内に持参すること。） 

（３） 提出先

浜松市上下水道部 上下水道総務課 

（４） 様式 

    本市が指定する様式を用いること。 

（５） 質問に対する回答 

   質問に対する回答は、令和６年４月１６日（火）から上下水道総務課において閲覧に供する

とともに入札参加者全員に質問に対する回答書を提供する。 



６ 入札執行日時等 

（１）日 時   令和６年４月２４日（水）午前１０時００分 

（２）場 所   浜松市上下水道部 住吉庁舎 第３会議室 

７ 入札書の提出方法 

（１） 提出方法 

次のいずれかの方法により提出すること。 

ア 入札執行日時に入札場所へ持参 

イ 受領期間内に上下水道総務課へ持参（以下「事前提出」という。） 

ウ 受領期限までに上下水道総務課へ郵送等（一般書留郵便、簡易書留郵便又は書留郵便

と同等の信書便に限る。） 

（２） 事前提出の場合の受領期間及び提出先等 

   ア 受領期間 令和６年４月１６日（火）から令和５年４月２３日（火）まで 

      （１２項に記載する開庁時間内に限る。） 

イ 提出先  浜松市上下水道部 上下水道総務課 

ウ その他  別紙「入札（見積合せ）の注意事項（物品購入用）」に従い、提出すること。 

（３） 郵送等による入札書の受領期限及び送付先等 

ア 受領期限 令和６年４月２３日（火）午後５時１５分まで（送付先に必着） 

いかなる理由であっても受領期限に遅れたときは、当該入札書は無効とす

る。 

イ 送付先  浜松市上下水道部 上下水道総務課（１３項に記載のとおり。） 

   ウ その他  別紙「入札（見積合せ）の注意事項（物品購入用）」に従い、提出すること。 

（４） 提出方法の予定の変更及び提出の取りやめ 

入札参加資格確認申請書に記載した入札書の提出方法の予定を変更する場合又は入札書

の提出を取りやめる場合は、上下水道総務課へ連絡すること。 
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仕様書 

１ 物 品 名  ガスクロマトグラフ－質量分析計 

２ 納入期限  令和６年１２月２７日 

３ 納入場所  浜松市中央区大原町５０番地 大原浄水場 農薬分析室 

４ 品名規格  以下で構成されたガスクロマトグラフ－質量分析計及びその付属品 １式 
※同等品不可 
（１）ガスクロマトグラフ－質量分析計 

株式会社島津製作所 ＧＣＭＳ－ＱＰ２０５０ 
（２）パージ・トラップシステム 

ジーエルサイエンス株式会社 ＰＴ７０００／ＡＳ７１００ 
（３）水素ガス発生装置 

ピークサイエンティフィックジャパン株式会社 
Ｐｒｅｃｉｓｉｏｎ Ｈｙｄｒｏｇｅｎ Ｔｒａｃｅ ２５０ 

５ 条件及び注意事項 
（１）装置の構成等 
水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（平成１５年厚生労働省

告示第２６１号。以下、告示法という。）別表第２５（パージ・トラップ－ガスクロマトグ
ラフ－質量分析法）に準拠した方法でジェオスミン及び２－メチルイソボルネオールの測定
ができること。なお、装置のキャリアーガスは水素ガス（付属する水素ガス発生装置から供
給するもの）とし、パージガスは窒素ガス（純度９９．９９９％）とすること。 

（２）付属品等 
ア 据付に伴う配管、配線等に必要な部品 １式 
イ 装置の運転を制御及び測定データを演算処理するための情報処理端末 １式 
ウ 表計算用ソフトウェア（情報処理端末にインストールすること） １式 
エ データ出力用のＡ４モノクロレーザープリンター １台 
オ 日常のメンテナンス等に必要な工具類 １式 
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（３）据付、調整等 
ア 装置の搬入、据付、調整及び製造業者が規定する動作確認を行うこと。また、その内
容を文書に記録すること。 
イ 据付、調整後、告示法別表第２５に準じた測定（キャリアガスは水素を用いること。）
を行い、水道水質検査方法の妥当性評価ガイドライン（平成２４年９月６日付け健水発
０９０６第１号別添）に基づく検量線の評価、添加試料の評価の結果が次の（ア）及び
（イ）の目標を満たすこと。ただし、検量線を作成するためのジェオスミン及び２－メ
チルイソボルネオール標準試料濃度は、１、２、５、１０ｎｇ／L とし、添加濃度は１
ｎｇ／L とする。なお、試料の調製は発注者が行い、装置による測定は受注者が行うも
のとする。 
 （ア）低濃度から高濃度の順に標準試料を繰返し３回測定し、各濃度点の平均値が、調
整濃度の８０％から１２０％であり、かつ直線回帰による相関係数が０．９９以上で
あること。また、最高濃度試料の測定後、都度ブランク試料を測定し、キャリーオー
バーが認められないこと。なお、原則として各濃度点の重み付けは行わないこと。 

 （イ）精製水及び水道水について、それぞれ５個の添加試料を測定し、得られた測定結
果の真度が８０％から１２０％、併行精度が２０％以内であること。 

ウ 据付、調整後、職員に対して操作及び保守に関する説明とトレーニングを実施するこ
と。また、必要な資料を５部用意すること。 
エ 装置の搬入等に際して、施設の設備等に損害を与えた場合は、受注者の責任において
原状に復すること。 
オ 梱包材等の不要物はすべて持ち帰ること。 
カ 装置及び装置の据付調整に必要な部品等はすべて新品であること。 
キ 重大な装置の欠陥等による故障が発生した場合、新品と交換すること。 

（４）その他 
この仕様書に定めのない事項で疑義が生じた場合は、その都度浄水課と協議し、その指示

に従うこと。 


